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重要事項説明書  

尼崎医療生協 介護老人保健施設ひだまりの里 

 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）のご案内 

 （2025年 10月 1日現在） 

 

この「重要事項説明書」は「尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運

営の基準等を定める条例」に基づき、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービス提供

契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。契約書を締結する前に知っておいて

いただきたい内容を説明いたします。わからない事、わかりにくい事があれば遠慮なく質問をしてくださ

い。 

 

１． サービスを提供する事業者（法人）について 
 

事 業 者 名 称 生協法人  尼崎医療生活協同組合 

代 表 者 氏 名 理事長 大澤 芳清 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

〒660-0033 尼崎市南武庫之荘１１丁目１２－１ 

 尼崎医療生活協同組合 （電話 06-6436-9500 FAX06-6436-9511） 

法人設立年月日  1969年 9月 13日 

 

２． 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

（１）事業所の名称等 

事 業 所 名 称 尼崎医療生協老人保健施設ひだまりの里 

介護保険指定 

事 業 所 番 号 
２８５３０８０１３９ 

事業所所在地 兵庫県尼崎市南武庫之荘１１－１２－１ 

連 絡 先 電話：06-4962-5920  FAX：06-4962-5921  

管理者氏名 施設長（医師）   冨永 弘久 

開設年月日 2008年 4月 14日 

施設の形態 従来型  

入所利用定員 介護老人保健施設；95名   （介護予防）短期入所療養介護；空床型 

併 設 事 業 

介護老人保健施設 

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

居宅介護支援 

相談担当者名 相談担当者：田村 史織    小島 雅代、  大西 美穂 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
尼崎市、伊丹市南部、宝塚市南部、西宮市東部 

ア ク セ ス JR立花駅下車 徒歩 15分 
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建物の概要 敷地総面積 ４，１７８㎡    老健部分面積 3，１７６㎡ 

設 備 関 係 療養室 室数 定員 備考 

 

個室 19室 19名 

1室 4人以下、1人 8㎡以上 
2人部屋 18室 36名 

3人部屋 8室 24名 

4人部屋 4室 16名 

合計 49室 95名  

診察室 1室 2階に設置 

機能訓練室 1室 1人 1㎡以上 2階に設置 

食堂 3室 1人 2㎡以上 3階 4階に設置 

廊下幅 - 1.8ｍ以上、中廊下 2.7ｍ以上 

浴室 2室 一般浴室、特別浴室 3階 4階に設置 

レクリエーションルーム 1室 2階に設置 

相談室 2室 2階に設置 

家族介護教室 1室 2階に設置 

サービスステーション 2室 3階 4階に設置 

洗濯室 1室 2階に設置 

理美容室 1室 2階に設置 

談話室 3室 3階 4階に設置 

調理室 1室 1階に設置 

洗面所/トイレ - 各階に設置 

  

（２）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護状態（介護予防

短期入所療養介護にあっては要支援状態）と認定された利用者に対し、介護

保険法令の趣旨に従って、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介

護）施設サービス計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図る

ことを目的とする。 

運営の方針 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づいて、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常

生活の世話を行う事により、利用者が可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。  
 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

  

 

営 業 日 月曜日～土曜日 （日曜日、12月 30日～1月 3日は休業） 

営 業 時 間 月曜日～金曜日：9時～17時    土曜日：9時～13時 
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（４）サービス提供時間 

サービス提供日 年中無休 

サービス提供時間 24時間 

 

（５）事業所の職員体制 

管理者 冨永 弘久 （医師） 

 

職種 人員数 職種 人員数 

医師 1人以上 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 10人以上 

看護職員 12人以上 介護職員 42人以上 

管理栄養士 3人以上 支援相談員 3人以上 

介護支援専門員 3人以上 薬剤師 1人以上 

歯科衛生士 1人以上 その他（事務） 3人以上 

   ＊上記は、法令に準じた人数を記していますので、実際の職員数とは異なります。 

  

３． 提供するサービス内容及び費用について 

(１) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

施設サービス計画

の立案（4日以上利

用の場合） 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画（ケアプラン）

に基づき、利用者の意向や心身の状況などのアセスメントを行い、援助の目標

に応じて具体的なサービス内容を定めた施設サービス計画を作成します。 

食事の提供及び栄

養管理 

食事は原則として食堂でおとりいただきます。 

管理栄養士のもとで、栄養バランスのとれたお食事をご用意いたします。お食事

は、食堂でみなさん揃って楽しくいただきます。お食事場所や時間については利

用者様の状態に合わせて個別対応もしています。食事時間、場所などについて

は、ご遠慮なくお問い合わせください。行事食などのごちそうメニューにも取り組

んでいます。 

食事時間  ：朝食 8：00   昼食 12：00   夕食 18：00   間食 15：00 

医療及び看護 
定期診察、血圧測定・検温等による日常的な健康管理、服薬管理、緊急時の医

療対応を行います。 

医学管理下におけ

る介護 

介助が必要な利用者に対して、入浴、食事、排せつ、更衣、移動・移乗、服薬の

介助を行います 

入浴 

入浴又は清拭を週 2 回以上行います。利用者の体調等により、当日入浴ができ

なかった場合は、清拭又は入浴日の振替にて対応します。寝たきりの状態であ

っても特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。 

排せつ 
排せつの自立を促すため、利用者の身体能力を最大限利用した援助を行いま

す。または適時適切なオムツ交換を行います。 

機能回復訓練 
利用者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復また

は、その減退を防止するための訓練を実施します。 
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健康管理 医師や看護職員が健康管理を行います。 

その他自立への支

援 

寝たきり防止のため、利用者の身体状況を考慮しながら、可能な限り離床に配

慮します。起床時間は 7：00、就寝時間は 21：00です。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助を行います。 

教養・娯楽 

毎日 10時にティータイム、15時におやつの提供を行います。 

利用者の能力に応じて集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを行いま

す。 

利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 

相談援助サービス 
どのようなことでも遠慮なくご相談ください。利用に関することはもちろん、在宅で

の介護や経済的な問題等ご相談をうかがいます。 

理美容サービス 
理美容サービスは別途実費費用が必要です。ご希望される方は、事前の申込を

お願いします。 

利用者居宅への送

迎 

当施設が所有する自動車により、利用者の居宅から施設間の送迎を行います。 

ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車

いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 

その他 

年 2回以上家族会を開催いたします（日程が決まり次第、当施設よりご案内させ

ていただきます） 

これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金を頂く

ものがございます（契約書内の利用料一覧を参照）。 

 

（２）利用料その他の費用の額、お支払い方法等 

利用料金につきましては、契約書の短期入所療養介護に係る利用料一覧をご確認ください。 

利用料金は、介護報酬について厚生労働大臣が告示した額とします。厚生労働大臣の告示が改定

告示される場合がございます。利用月に該当する告示上の額とします。報酬の加算届け出等により、

報酬額が変更される場合がございます。大臣告示の内容に従って加算届けが受理された場合、受理

内容により利用料金が変更になる場合がございます。 

  ご負担分の利用料金については、料金の改定のつど、ご通知させていただきます。別添の利用料金

案内をご確認ください。（料金請求から支払いまでの詳細は契約書の第 6条「利用料金」を参照） 
 

  

（３）利用にあたっての留意事項 

面会 

原則 ９：００～２０：００ 

＊面会にあたっては、各階入り口にて「面会カード」に必要事項をご記入いただ

きます。 

＊感染対策の一環として、面会を制限したり、お断りする場合もございますの

で、その際はご了承ください。 

外出・外泊 

外出や外泊される場合は、あらかじめ事務室までお申し出ください。その際は

「外出・外泊カード」に必要事項をご記入いただきます。 

＊当施設の医師の許可により外出・外泊をしていただきますのでご留意くださ

い。 

＊感染対策の一環として、あらかじめお知らせいたしますが外出・外泊をお断り

する場合もございますので、その際はご了承ください。 

喫煙・飲酒 健康管理上、禁止しています。 
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火気の取り扱い マッチ、ライター等の所持は防火管理上、禁止しています。 

設備・備品の利用 
使用法に従ってご利用いただきます。これによらない利用により破損等が生じ

た場合、弁償いただく場合がございます。 

所持品・金銭・貴重

品等の持ち込み 

所持品には名前をご記入ください。多額の金銭、貴重品は家庭で管理してくだ

さい。 

ペットの持ち込み 衛生管理上、禁止しています。 

テレビ・冷蔵庫 
各居室にカード式のテレビ、冷蔵庫を用意しています。カードは 3階・4階の入り

口横で販売しています。 

私物の選択 
利用者の私物の選択は、各個人での対応をお願いしています（2階に洗濯室あ

り）。クリーニングも別途有料でご利用いただくことができます。 

他の医療機関への

受診 

当施設ではあらかじめ利用者のかかりつけ医を把握して、診療情報の共有を

図ります。ご利用中、施設医師が診察させていただきますので、基本的には、

ご遠慮いただいております。事前にご相談ください。 

持ち物 持ち物一覧を参照 

食事・おやつ類の持

ち込み 

栄養管理上、特別の事情がない限り食事、おやつ類の持ち込みは禁止してい

ます。 

営利行為、宗教・政

治活動等 

営利行為、宗教・政治活動の他、他の利用者やその家族等に迷惑が及ぶ行

為・活動は一切禁止とします。 

 

 

４． サービス提供の手順 
 

＊ お申込には担当介護支援専門員を通し①入所申込書  

②健康診断書③介護保険証のコピーを提出してください。  
                                                   

               利用不可 

 

        利用可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊短期入所療養介護施設サービス計画の変更が

必要となった場合は計画原案を作成後、施設ケア

マネージャーより説明し同意を得ることとします。同

意が得られない場合は変更が可能です。 

                                            

 

  お申し込み 

（お電話又はご来

所） 

短期入所療養介護施設サービス計画原案

（4日以上利用の場合）を作成し、 

確認していただきます。 

 

 

） 

 

短期入所療養介護サービスの実施 

短期入所療養介護サービス計画に基づい

てサービスを実施いたします。 

ショート利用判定会議 
健康診断書の結果により下記の場合は利用不可

となります。 

・ 病状の不安定な方 

・ 急性期の医療行為が必要と判断される方 

・ 重篤な精神疾患のある方 

契約 

短期入所療養介護サービス計画決定 
説明・同意 

１割～3割の利用料 

居宅サービス計画書の受理 
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５． 虐待の防止について 

当施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者（医師） 冨永 弘久 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 虐待等に関する指針の整備、苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。（年 1回以上） 

（5） 虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期開催するとともに、その結果について従業者に周知

徹底を図ります。 

（6） 従業者が支援に当たっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者の権利

擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

（7） サービス提供中に当施設の従業者または擁護者（現に擁護している家族・親族・同居人等）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市に通報します。 
 

６． 身体拘束について 

当施設は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用

者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあ

ります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また当施設として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及

ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防

止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直

ちに身体拘束を解きます。 
 

７． 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及

びその家

族に関す

る秘密の

保持につ

いて  

① 当施設は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が策定した「医療・介護関係当施設における個人情報の適切な取り扱いのため

のガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 当施設及び当施設の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上

で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続し

ます。 

④ 当施設は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべ

き旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  

② 個人情報

の保護に

ついて  

① 当施設は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

て、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、

予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を

用いません。 

② 当施設は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの

の他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 当施設が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査

を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際し

て複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)  
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８． 緊急時の対応について 

当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関

又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

当施設は、利用者に対し、当施設における短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）での

対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介しま

す。利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者、身元引受人又は利用者もしく

は身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師

への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

◇協力医療機関等 

 サービス利用中、利用者の状態が急変した場合等には速やかに当施設で対応を行いますが、当施設

において対応が困難な場合は下記の医療機関に協力をいただき速やかに対応をお願いするようにして

います。 

協力医療機関 
尼崎医療生協病院 

尼崎市南武庫之荘 12-16-1  06-6436-1701 

協力歯科医療機関 
生協歯科診療所 

尼崎市稲葉荘 4-6-27 

 

９． 事故発生時の対応方法について 

利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係

る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定短期入所要領介護サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由

によって、利用者が損害を被った場合、当施設は利用者に対して損害を賠償するものとします。当事

業所が加入している損害保険は下記の通りです。 
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 

保障の範囲 医療上の事故 対人１事故 １億円 

対人期間中 ３億円 

施設の事故 対人１名 １億円 

対人１事故 ６億円 

対物１事故 １千万円 

利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人は、連

帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 
 

１０． 心身の状況の把握 

短期入所療養介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等

を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努めるものとします。 
 

１１． 居宅介護支援事業所等との連携 

① 短期入所療養介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービ

スの提供者と密接な連携に努めます。 

② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「施設サービス計画」の写しを、

利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した

書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 
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１２． サービス提供などの記録 

① 短期入所療養介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、提供の日から

５年間保存します。 

② 利用者は、当施設に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求すること

ができます。複写物の交付については 1枚 10円の手数料をいただきます。 

③ 当施設は、身元引受人が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とする事

情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、

利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他利用者の利益に

反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。 

④ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は適用さ

れません。 
 

１３． 非常災害対策 

① 当施設に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き非常災害対策に関する取り組みを行います。 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、そ

れらを定期的に従業員に周知します。 

③ 当事業所は年 2回避難、救出その他必要な訓練を行います。 

防火管理者氏名 瀬井 宏幸 （あおぞら会館 施設管理） 

防火設備 
プリンクラー、補助散水装置、消火器、非常用発電、非常放送

設備、自動火災報知装置、誘導灯など 

④ 当施設は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施する

ための「事業継続計画」を策定し、必要な措置を講じるものとする。 

又従業員に対し、必要な研修、訓練を定期的に実施し、定期的な見直しも行い必要に応じて事業継

続計画（ＢＣＰ）の変更を行う。 
 

１４． 衛生管理など 

① 短期入所療養介護用に提供する施設、食器その他の設備又は飲用に提供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

② 短期入所療養介護において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。 

③ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指

導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

④ 事業所における感染症の予防及び蔓延の防止の為の対策を検討する委員会を概ね 6ヶ月に 1

回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

⑤ 事業者における感染症の予防及び蔓延の防止の為の指針を整備します。 

⑥ 事業において事業者に対し、感染症の予防及び蔓延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実

施します。 
 

１５． 業務継続計画の策定 

①当施設は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険サービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

②当施設は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

③当施設は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 
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１６． サービス提供に関する相談、苦情について                                           

 利用者及び身元引受人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情等に
ついて、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所

に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 
 

●当事業所のお客様相談・苦情窓口 

担当責任者 事務長  太田 絵梨 

苦情担当者 相談員  田村 史織    、 小島 雅代     大西 美穂 

相談の方法 電話及びＦＡＸ、又は、面談 

電話番号 (06) 4962-5920 ＦＡＸ番号 (06) 4962-5921 

受付日 月曜から土曜（日曜日、国民の祝日、12月 30日 ～ 1月 3日は休業） 

受付時間 
（月）～（金）9：00 ～ 17：00  （土）9：00 ～ 13：00 

受付時間外は夜勤勤務者が対応し、後日担当者より連絡させていただきます。 

担当者の変更をご希望の場合は、担当責任者が調整のうえ、適切な対応を行います。 

●当事業所以外の相談・苦情窓口 

尼崎市健康福祉局介護保険事業担当 〒660-8501 尼崎市東七松町 1-23-1 

TEL 06-6489-6143 FAX 06-6489-7505 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

介護サ－ビス苦情相談窓口 

〒650-0021 神戸市中央区三宮町 1-9-1-1801       

℡（078）332-5617   Fax（078）332-5650 

 

その他の事項について 

● 重要事項の変更について 

  重要事項の内容に変更があった場合は、書面にて交付し、口頭にて説明を行い、ご利用者もしくは身

元引受人に同意の確認を行います。 

 

● 法人機関紙、施設内の写真掲示について ( 同意の確認 ) 

法人で発行する機関紙や掲示物への写真・氏名の掲示・掲載について  

  （    同意する   ・   同意しない   ） 

当施設で発行する機関紙や施設内への写真・氏名の掲示・掲載について 

（    同意する   ・   同意しない   ） 
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１７． 重要事項説明の年月日等 

この重要事項説明書の説明年月日 年     月     日     時 

この重要事項説明書の説明場所  自宅  ・ 当施設 ・  （               ） 

上記内容について、「尼崎市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例」に基づき、利用者に説明を行いました。 
 

事

業

者 

所 在 地 尼崎市南武庫之荘 11-12-1 

法 人 名 尼崎医療生活協同組合 

代 表 者 名 理事長  大澤 芳清 

事 業 所 名 
尼崎医療生協 介護老人保健施設ひだまりの里 

短期入所療養介護 

説明者氏名  

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 

住所 

 

氏名  

＊上記署名は（                 （続柄         ） ）が代行しました。 

身元引受人 

住所 

 

氏名  

利用者と

の関係 
 

 身元引受人と同じ場合は下記に記載不要。 

立会人 

住所 

 

氏名  

利用者と

の関係 
 

＊上記、押印については直筆の署名をもって省略が可能です。 

◇緊急時の連絡先 

緊急時もしくは事故発生時の場合は（身元引受人・立会人）へ連絡致します。 


